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三 田社 会 学 第2号(1997)

「学 問 の 制 度 化 」 の 功 罪

有末 賢

1.は じめに

 「社会学の方法 とリア リティ」 とい う特集 に、ふさわ しい内容が書けるか どうかはなは

だ疑問であるが、 『三田社会学』創刊号の特 集 「社会学はいま、何をなすべきか」に続 く

特集 として、今回の特集テーマが企画 された と聞いて、多少 「橋渡 し」的な役目か ら今回

のテーマにチャレンジしてみよ うと考えた。社会学の研究 ・教育の現状 と課題については、

創刊号で、すでに先輩諸兄諸姉が論 じてお り、それに尽きている観 もある。 しか し、 「特

集に寄せて」で永田えり子氏が、藤 田論文 と吉原論文 を 「社会学の現状批判」 とい う点で

比較 し、 「いずれにせよ、両者の討論が聞きたいとい うのは、一・人担当者だ けの願望であ

ろ うか。」 と結んでいる。この点を糸 口に私 は 「社会学の方法 とリア リティ」につなげて

いきたい と考えたのである。

2.社 会学の非 ・通常科学化

 かって、T.ク ーンは、 『科学革命の構 造』を仕上げる途中で、1958年 か ら59年 にか け

て行動科学高級研究セ ンターに招かれて、そ こで社会科学者たちを主 とす る集団の 中に住

んで、 自然科学者の集団 との違いに出会 った と述べている。彼が言 うのは、 「科学にお け

る正統な問題 とか方法 とはどのような性質の ものか、について社会科学者の間では意見 の

違 い が 多 く、 その 範 囲 も広 い」 と言 うわ けで あ る。 こ の こ とか ら、 パ ラ ダ イ ム

(paradigm)や 通常科学(normal scien㏄)と い うクーンの有名な概念が生み出されたわ け

であるが、 このクーンの最初の原点は、意外 に現在に も当てはまるよ うに思われる。つ ま

り、一見、大学や研究機関で確立されつつあ る社会学は、科学 としてのパ ラダイムを持 っ

ているかのように見えるし、科学者集団としての社会学者 も共通の理解や認識の上に立 っ

ているかのようにふるまっている。 しか し、必ず しもそれは確固 とした ものではない。

 例えば、 「社会学概論」 とか 「社会学入門 」な どの大学での講義 や教科書の内容 を、10

年、あるいは20年 の単位で比較 してみた場合 に、少な くとも日本の大学教育では、そ こに

かな りの差異を発見することができる。常に、 「現代社会」は変動 しているのだか ら、む

しろ 「それでいいのだ」 と言 うこともできる。そ うい う意味では、社会学は常に 「通常科

学」にはな り得ない状況下にある。つま り、 「非 ・通常科学化」の道を歩んでいる とも言

える。 しか し、 「社会」の動きに連れて、 「学問」が動 くだけな らば、 「歌は世に連れ 」

と同じことになって しま う。

 かつて、 「大学闘争」が華々しかったころ、 「産学協同」 とい う言葉 は、学生か らの批
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判の的であった。 しか し、現在の大学では、産業界、経済界か らの要請は、単に学生の就

職問題に限 らず、研究の最前線や研究費用の問題まで含まれ、一部理工系や医学 ・薬学系

に限 られな くなってきている。すべての 「産学協同」が悪い と言 っているのではない。 し

か し、今現在、 「産学協同」を問い直す姿勢 とい うものはほとん ど皆無に近い。

 そ うい う意味で、 「学問の自立性」 とは一体何なのだ ろうか。確かに、 自然科学や科学

技術の知識 ・情報が一部の専門家集団によって占有 され、特権的に行使されると、 「市民」

か ら遊離 した危険な ものになっていく傾向 もある。ジャーゴン(隠 語)の 世界を構成 し、

専門家による啓蒙や教導の傾向を帯びてい く。それは、確かに 「大衆社会における知識 ・

情報の 自由 ・平等 ・公開」 とい う学問の原則 に対 して明 らかに逆行す るものである。 しか

し、それではこの 「大衆社会」にあって、 「学問」は果た して 自立 しているのだ ろ うか。

最近出版 された佐々木力 『学問論 一ポス トモダニズ ムに抗 して 一』 (東京大学 出版会,

1997年)に よると、現代の学問思想を特徴づ けるキーワー ドは 「視聴率」である、 と述べ

られている。つ まり、大衆社会 におけるテ レビの視聴率競争 と同 じように、学問思想 も表

面的な流行現象の一つになって しまっている、 とい うわけである。

 社会学 も、テレビのニュース ・キャスターや ワイ ドシ ョーのタレン トと同じように、技

や芸やパフォーマンスで 「見せれば」 よいのだろ うか。資本主義社会や大衆消費社会の要

請は、 「学問の自立性」や 「象牙の塔」に対 して も、一律に 「視聴率競争に参加せ よ」 と

い うプ レッシャーをかけて くる。1968～69年 ころの 「大学闘争」時代から、約30年 が経 過

して、結果的には、当時、 「大学自治」は 「教授会 自治で しかない」 として 「大衆団交 に

応じろ」 と詰め寄っていた学生たちの主張は、今現在の大学を含む知的状況下においては、

逆に、 「学問の 自立性 を守ろ うとする貴族的 、保守的な思想」 と言えな くもな くなって き

ているのである。それだけ、 この30年 間の 「大衆消費社会傾向」 とい うものは、本質的 な

ものを変えてきた と言 える。

3.学 問の制度化の 「安定 と不安定」

 「社会学の方法 と対象の リア リティ」 とい う本稿のテーマか らする と、 「学問論」にま

で手を広げて しまうのは、い ささか逸脱 して しまったか もしれない。 しか し、社会学が 対

象としている社会の 「現実」や人々の 「日常生活」は、決 して法則的に定まってはいない。

もちろん、 (自然)科 学的に、予測可能性 や確率論や期待値を論理的に引き出す 行為を

「無駄」 とは言えないが、 しか し、 「それでお しまい」 とい うわけにはいかない。そ うで

あるな らば、 「学問」 としての社会学の性格 を 「時流に乗った現象記述 と解釈の学問」 と

して しまってよいのだ ろうか。

 ここで、 「学問の制度化」 とい う点に注意 しておかなければならない。っまり、社会学

が学問体系 として置かれている現状は、大学教育や研究機関な どの社会調査機関と密接な

関係を持っている。 と言 うよりは、社会学者 の大半は、このような機関に所属 して、生活
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していると言える。 この 「学問の制度化」は、一方で 「生活を保障」 し、 「職業 として の

学問」を成立させている。 しか し、その反面、制度化は必ず現実の 「動き」からは一歩遅

れる し、また一歩引 く形で制度が形成 されている。科学者の 日々の研究活動が、 もしも社

会的現実のただ中で、 日常の 「暮 らし」にそ のつど左右 されなが ら行われなければな らな

いとした ら、それ はどんな強靭な精神の持ち主でも、そ う長続 きす るものではないだ ろう。

しか し、ある意味で 「制度化」は、 「両刃の剣」である。一方で生活を保証 し、研究行為

を保護 しつつ、他方では、社会科学の現場である 「社会的現実」か ら距離をお こうとする。

先程 も述べたよ うに、高度に進行 しつつある 「大衆消費社会」では、今まで使用 してきた

「近代社会の論理」では説明のつかない多量 の現象が噴出 している。従来型の 「学問の制

度化」で訓練を受けてきた技能(skill)で は、ほとん ど 「氷山の一角」か 「矯小化 され た

小 さな一事例」 しか見えてこない し、そ うした 「説明 と解釈 と命題」を与えて も、ほとん

どだれにも読まれない 「研究論文の堆積」に しか寄与 していない。

 それでは、制度の元での 「庇護」を捨てて、社会的現実に一人立ち向か うのが社会学 者

の 「理想の姿」なのだろ うか。 しか し、それ も理想 と現実 とはおよそ掛け離れている。社

会学の訓練は、ジャーナ リズムやルポルター ジュの実践的な観察、体験、記述ほ どに も計

画的ではない。社会学者の名において、対象に素手でぶつかっていっても、 「学問の無力」

を感 じるだけであろ う。

4.社 会学の方法 と制度化

 今まで社会学の方法は、せいぜいが数え られ る範囲の数で収まっていた。例 えば、質問

紙 を使 った量的調査の方法やイ ンタビューや面接調査など標準化 された 「社会調査法」の

中に組み込 まれている。 これ こそが 「学問の制度化」の必然なのだが、だれ もが勝手な方

法で 「社会学」を実践 し、社会調査が実施 されれば、社会学への人々の信用は崩れて くる。

したがって、一定の基準による 「社会学的方 法」をマスター し、社会調査の訓練を受 ける

ことが制度上必要になって くるわけである。 現在、多 くの大学の社会学部で検討あるい は

実施 もされていると聞 く 「社会調査士」の資格認定などは、このような要請に沿ったもの

である。 しか し、調査法の標準化や方法論の体系化はそれ 自体間違ったことではないが 、

往々に して、単一の方法(モ ノ ・メソッ ド)を 標準的な もの として考 えやすい。対象の多

様性に対 して、多様な方法(マ ルチ ・メソッ ド)を 考案 し、さまざまに試行錯誤を繰 り返

す とい う 「社会調査法」の原点が忘れ去 られ て しまうと、結局は 「リア リティ」 も単一 な

もの として描かれて しま うのではないだろ うか。

 社会調査法の標準化は、本来は調査そのものの精度を高めるために行われてきたはず で

ある。サンプ リングの技法に しろ、検定や解析 ・分析の方法に しろ、決 して 「社会調査 」

を統計技法に習熟 した専門家の手に委ねるこ とで、調査者の側の 「権威」づけを図ったわ

けではない。 しか し、結果的には、 「社会調査士」の資格認定な どにおいては、 こうした
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クレジッ トが必要にな って くる。調査行為は、 もともと対象者があって行 うわけであるか

ら、被調査者との関係性において、調査者の 「信頼性」が計 られ るべきである。 どんなに

調査の技法に習熟 していて も、被調査者から 「信頼」 されないよ うな調査者であっては、

「社会調査士」の資格を認定することはできない。 もちろん、そのことは大学での教育で

は前提のことであろう。 しか し、 「学問の制度化」は、とか くこの 「前提」を置 き忘れが

ちに して しま う。

 調査方法だけに限 らず、社会学的想像力や リア リティ感覚に して も、 「学問の制度化」

は安定性 とともに、あるいは安定性 と引き換 えに、 「形骸化」の危険性をもたらしている。

しか し、逆に制度化を拒否 した リア リティ感 覚も、 「流れ行 く現代社会の表層記述」で し

かな くなって しま う恐れ もある。

 どうも 「堂々巡 り」に陥 っているのか もしれない。結局は出口を求めて 「迷走」す るだ

けで、われわれの 「社会学的時間」 (学問的時間)は 空 しく浪費され るだけなのだろ うか。

答えの見つか らない 「問い」を抱えたまま、今年 もコミュニティ調査や生活史調査を続 け

てい くことになるわけである。

                        (ありすえ けん 慶,,;.;.塾大学法学部)
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